
過疎対策事業債

○ 過疎市町村が過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債

【対象事業】
＜ハード分＞

産
業
振
興
施
設
等

○地場産業、観光、レクリエーションに関する事業を行う法人に対する出資
○産業の振興を図るために必要な市町村道、農道、林道、漁港関連道
○漁港、港湾施設
○地場産業の振興に資する施設
○中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村

が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場、事務所
○観光、レクリエーションに関する施設
○産業の振興を図るために必要な市町村が管理する都道府県道
○林業用作業路
○農林漁業の経営の近代化のための施設
○商店街振興のために必要な共同利用施設

厚
生
施
設
等

○下水処理のための施設
○一般廃棄物処理のための施設
○火葬場
○消防施設
○保育所及び児童館
○認定こども園
○高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
○障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
○診療施設
○簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設（平成19年度以
降の簡易水道事業統合により、簡易水道施設でなくなったもの）

○市町村保健センター、母子健康包括支援センター

交
通
通
信
施
設

○交通の確保を図るために必要な市町村道、農道、林道、漁港関連道
○電気通信に関する施設
○住民の交通手段の確保又は地域間交流のための鉄道施設及び鉄道

車両並びに軌道施設及び軌道車両
○交通の確保を図るために必要な市町村が管理する都道府県道
○住民の交通の便に供するための自動車、渡船施設
○除雪機械

教
育
文
化
施
設

○公民館その他の集会施設
○公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

○市町村立の専修学校、各種学校
○図書館
○地域文化の振興等を図るための施設
○公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教
育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食施設・設備

○公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学
校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教職員住宅

○集落再編整備
○再生可能エネルギーを利用するための施設

＜ソフト分＞ ※出資及び施設整備費を除く

住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して
暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業（基金の積立てを含む）

【充当率】 １００％

【元利償還金に対する交付税措置率】 ７０％

【令和６年度事業費】 ５，７００億円



過疎対策事業債ソフト分

○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第14条第２項

前項に規定するもののほか、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その
他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うこと
が必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの（当該事業の実施のために地方自治法（昭和二
十二年法律第六十七号）第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「過疎地域持続的発展
特別事業」という。）の実施につき当該市町村が必要とする経費（出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。）に
ついては、地方財政法第五条各号に掲げる経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮し
て総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。

○ 対象経費は次のようなものを除き、将来にわたり過疎地域の持続的発展に資する事業を広く対象（出資及び施設整備費を除く）

○ 医師確保事業（診療所開設費用補助）
○ ＩＣＴを活用した遠隔医療

①地域医療の確保

※その他 高齢者支援（配食サービス、通報システム）、
子育て支援、教育振興、森林対策、鳥獣被害対策、
伝統文化振興、再生可能エネルギー関係、防災対策 等

～具体的な事業例～

○ コミュニティバス、デマンドタクシー等の運行
○ バス路線維持に向けた民間バス事業者への補助

②生活交通の確保

○ 集落支援員の設置、集落点検や集落課題の話し合いの実施
○ 移住・交流事業（インターネット広報や空き家バンク等）

③集落の維持及び活性化

○ 農業の担い手・人づくり対策、６次産業化
○ 企業誘致・雇用対策（コミュニティビジネスの起業等）

④産業の振興

①市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費
②生活保護等法令に基づき負担が義務づけられている経費
③地方債の元利償還に要する経費
④地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要する経費
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